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   午前10時開会 

○松本妙子議長 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 まず、議員出席状況を事務局長から報告

させます。 

○髙井哲也事務局長 

 本日の議員出席状況を御報告申し上げま

す。 

 ただいまの出席議員は全員です。 

 以上、報告を終わります。 

○松本妙子議長 

 次に、本日の会議録署名者を会議規則第

81条の規定により、私から20番米田議員、

21番京西議員を指名します。 

○松本妙子議長 

 これより日程に入ります。 

 日程第１、議案第16号から日程第24、議

案第39号までの24件を一括議題に供し、前

回に引き続き、会派代表による総括質問を

続行いたします。 

 まず、米田議員。 

   （20番 米田貴志議員登壇） 

○20番 米田貴志議員 

 皆様、おはようございます。公明党の米

田貴志でございます。議長からの発言の許

可の下、今般、市長が示されました令和６

年度施政方針について、人口減少、少子高

齢化の時代に、岸和田市として、それら課

題解決に向けた取組となっているのか、市

民がどのような希望を描けるのかに視点を

置きながら質問いたしますので、市長はじ

め、理事者の皆様には明瞭なる答弁を求め

たいと存じます。また、議員各位には、し

ばらくの間御清聴願います。 

 それでは、通告に従い、公明党会派を代

表して総括質問に移ります。 

 １番目、岸和田市小中学校適正規模及び

適正配置について伺います。 

 令和２年11月に岸和田市立小・中学校適

正規模及び適正配置実施計画（第１期）

（案）が示されました。ここには、葛城の

谷地域及び牛滝の谷地域における小中学校

が対象となっていることが示されておりま

す。葛城の谷地域においては天神山小学校、

修斉小学校、東葛城小学校の各小学校区に

加えて旭や太田、常盤の各小学校区の一部、

そして葛城中学校区に加えて土生、桜台の

各中学校区の一部地域で構成し、現葛城中

学校を（仮称）葛城小中一貫校として編成

する案。牛滝の谷地域においては山直北小

学校、城東小学校の各小学校区に加えて山

直南小学校区の一部地域で構成し、現山直

北小学校を（仮称）山直小学校とする案。

別途、山滝小学校に加えて山直南小学校区

と東葛城小学校区の一部地域、そして山滝

中学校で構成し、現山滝中学校を（仮称）

山滝小中一貫校とし、同施設内に（仮称）

山滝認定こども園として編成する案が公表

されております。これらは、令和２年３月

に策定された本市の岸和田市立小・中学校

の適正規模及び適正配置基本方針に基づき

計画案として示されていることは御承知の

とおりであります。 

 これら再編計画のベースとなったのは、

2018年９月に行われたアンケート調査の結

果を踏まえてのものだと認識しております。

このアンケートの対象として、学校を通じ

教職員、保護者、児童生徒へ配布され回収

されたものを教育委員会で集計されており

ます。配布数2858名に対して回収数2470名

であり、回収率は86.4％でありました。 

 教育委員会がまとめたアンケート結果は

大要、次のような結果として報告されてい

ます。学校の適正規模・適正配置を検討す

る上で重視すべき点として、教職員の答え

では、児童生徒数や学級数の多い少ないが

最も多く、保護者では、児童生徒の通学と

その安全性の確保でございました。ただ、
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保護者アンケートでは、学校施設の充実や

クラス替えができる児童生徒数の確保も多

く答えを頂いたようであります。これらの

御意見が今般の計画に反映されながら策定

されたものであると推察されます。 

 さて、先般の文教民生常任委員会で報告

事項として案内がございましたが、山直南

小学校が適正化対象校から外れる見込みと

なったことで、（仮称）山滝小中一貫校に

ついて、現在の計画案のままでは推進でき

なくなったことに加え、（仮称）山滝小中

一貫校は東葛城小学校区の一部の児童が通

学することとしていることから（仮称）葛

城小中一貫校の再編案にも影響が及ぶこと

になるので、小・中学校の適正規模及び適

正配置基本方針は維持しながら、実施計画

案の全体について、修正の必要性の有無も

含め、今後の対応について、対象の各地域

の皆様と協議を行っていきたいとのことで

ございました。 

 この見直しは、山直南小学校区内におけ

る今後の児童数の推計値が増加に転じたた

めであります。これら人口動態の変化は地

域のまちづくりに大きく影響を与えること

は御承知のとおりであり、当初は児童数減

の推計値から推察され、再編が計画されて

まいりました。今後は泉州山手線延伸、ま

た鉄道延伸の可能性もある中で、牛滝の谷

地域や葛城の谷地域における人口動態にも

影響があるのではないかと考えられるとこ

ろであります。いまだその全体像が見えな

い中ではありますが、これまでとは違った

視点での推察も必要になってきたのではな

いかと思われます。要は、人口増としての

推察であります。ただ、これには今後の山

手におけるまちづくりの全体像が必要にな

ろうかと考えますが、今後どのように地元

地域へ説明に行かれ、意見を聞かれるのか

お示しいただきたいと思います。 

 ２番目、岸和田市立社会体育施設再編計

画について。 

 本市は平成30年に岸和田市スポーツ推進

計画を策定し、市内に現存する社会体育施

設などをメインとしながら、様々な団体の

御協力の下、市民に幅広く利用していただ

き、市民の健康増進や体力の向上、また、

それら機会を通して市民のコミュニティー

力の向上にも寄与し、その進捗を図ってい

るところです。 

 御承知のとおり、スポーツは取り組む方

だけに影響を与えるだけではなく、見る方

にも影響を与え得るもので、スポーツの持

つ力は、時には想像を超え、また人間形成

にも大きな影響を及ぼすものではないかと

考えます。その意味では、子供からお年を

重ねられた御年配の方まで幅広い層の皆様

が何かしらスポーツに取り組める機会の創

出や、そのための場所を提供する責務が岸

和田市にはあるものと存じます。 

 一方で、御承知のとおり、スポーツの種

類も多種多様で、その幅も広がり、近年の

オリンピック競技の種目にも変化を生じさ

せています。人々が取り組みやすいスポー

ツ、人々が興味を持てるスポーツの種類が

増えることは大変すばらしいことと考えま

すが、これまでの種目に加えた全ての競技

を行える施設の提供は本市においても限界

があり、今後はそれらを包含した、より効

率的な視点で、一種でも多くの競技が行え

るような複合的な施設に変化していかなけ

ればならないのではないかと考えるところ

でございます。 

 加えて、全国的な課題でもある人口減少

問題などがもたらせる自治体のダウンサイ

ジングによる影響も鑑みなければならない

こともあり、市民への充実したスポーツの

推進を図ることとは裏腹に、今後の先行き

は決して順風満帆とは言い難いものである
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のではないかと危惧するところもございま

す。 

 そのような時代背景において、本市でも

令和３年に岸和田市社会体育施設再編基本

方針が示され、本市指定の既存の社会体育

施設の再編を念頭に置いた今後の在り方や

方向性が一定網羅されております。端的に

言えば、将来の人口減少を見据え、そのこ

とに応じて施設全体をダウンサイジングし

ていこうとするものであります。また、こ

れは社会体育施設だけにとどまらず、本市

が所有する公共施設全体のダウンサイジン

グに沿ったものでございます。このような

議論において、それら施設を御利用されて

おられた市民や団体の皆様においては、施

設の共有などをお願いすることもあり、こ

れまでの利用状況において御不便をおかけ

することも十二分に想定できます。 

 そのような中、昨年の10月に岸和田市は、

市民道場心技館に関して、令和５年度末を

もって供用廃止し、史跡保護の観点から建

物は撤去しますと記載された岸和田市立社

会体育施設再編第１期実施計画を市民及び

議会に示し、同年の12月議会で岸和田市民

道場設置及び管理条例を廃止する議案が市

長から提案され、その議案が付託された委

員会では否決となりましたが、その後に行

われた本会議で委員長報告が認めれられず、

条例の廃止が賛成多数で可決されました。

提案された議案に対し、議員は常に覚悟を

持って臨みますが、まれに見る結果であっ

たと思います。提案者である市長も様々な

御苦労や思いがあり、それらを踏まえての

提案であったのではないかと思います。 

 しかしながら、今般示された当初予算に

は、実施計画に示された市民道場心技館を

撤去するための予算が盛り込まれておりま

せんでした。そこで市長に直接お伺いいた

しますが、これは第１期実施計画に変更が

生じたということなのか、それとも第１期

計画期間内である令和７年度内まで建物を

残されるということなのか、見解を求めた

いと思います。 

 生活交通確保に向けた実証運行について

伺います。 

 さて、全国的にも大きな課題の１つとし

て取り上げられるのが、各自治体における

公共交通の在り方であります。人口減少と

少子化は公共交通の利用者の減につながり、

事業者もやむを得ず運行本数の減便や採算

の取れない路線の廃止に取り組まざるを得

ない状況を生み出しております。 

 国土交通省調べでは、中小私鉄及び第三

セクターを合わせた地域鉄道事業者95社の

うち赤字事業者の割合は、 2019年度の

77.9％から2021年度には95.8％へ増加、路

線バスでは74.4％から94.0％となったとい

うことでございます。地域の重要な移動手

段として御貢献くださっている事業者のほ

とんどが営業すればするほど赤字を生む状

況にあるようで、2023年版交通政策白書は、

サービス水準の低下でさらに利用者が減少

する負のスパイラルを避けることが困難な

状況になっていると指摘もしております。 

 その一方で、安心・安全の観点から免許

を返納なさる方、また元来プライベートな

移動手段を持ち合わせない方々、御年配の

方や障害者など、いわゆる交通弱者の方々

には年々御不便な状況になっております。

本市においても同様で、山間部を中心に大

きな課題となっているだけでなく、市街化

区域内でも同様の課題がございます。これ

までも本市はその課題解決に実証運行も含

めた取組を様々に行ってきておりますが、

いまだに市民ニーズとマッチした結論には

至っていないようであります。 

 そのような中、施政方針には多様な世代

の移動ニーズに対応した利用しやすい地域
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交通の実現に向け、ローズバスのルート改

正や公共交通の利用が困難な地域における

生活交通の確保等に取り組みますとされ、

具体的に取り組む項目と地域が次のように

記載されております。公共交通の利用が困

難な春木・大芝地区での生活交通確保に向

けた実証運行や黄金塚地区における生活交

通の確保に向けた検討、小規模の移動ニー

ズに応える共助型交通への支援など、地域

主体による交通手段の確保に向けた、移動

ニーズへの対応を進めてまいりますとされ

ております。当然のこと、これら２地域に

おいては、ここに至るまでの積み上げがあ

ったものと存じますが、令和５年度の取組

の進捗と令和６年度の具体的な取組につい

てお示しください。 

 ４つ目、岸和田市スマートシティ構想に

ついて。 

 昨年の第１回定例会において、この岸和

田市スマートシティ構想について触れさせ

ていただきました。御承知のとおり、全国

の自治体がその取組を進めている中であり、

究極的には市民生活の向上に資するための

構想であり、誰一人取り残さず、等しくそ

の恩恵を皆が受けられる構想でなければな

らないと存じます。また、自治体はそのよ

うに確立していく義務を要するものと考え

ます。そのために、まずは自治体のＤＸ化

を進め、職員の皆様も対応できなければな

りません。 

 さて、このスマートシティ構想を進める

に当たり中心となるのがスマートシティ推

進協議会であろうと存じます。先端技術や

データ、また民間との連携を図りながら、

それらをフルに活用し構築していかなけれ

ばならないため、素案にも示されています

が、事務局は岸和田市に置かれ、企業や団

体などから構成されるようでありますが、

スマートシティ構想が策定された後、令和

６年度の取組について具体的にお示しくだ

さい。 

 最後、庁舎建替について伺います。 

 この本会議場にいらっしゃる皆様方も、

安心・安全のため、一日でも早く庁舎の建

て替えが終わることを願っていると存じま

す。我々公明党も同様であり、そのために

庁舎建設特別委員会でも党としての意思を

表明していますが、一刻も早く現岸和田市

新庁舎整備基本計画を見直すべきであると

考えております。 

 さきの予算常任委員会及び本会議で、現

基本計画における建設コスト約35億円の拡

大を図る継続費補正案が上程されましたが、

増額を認めない修正案が賛成15人、反対８

人の賛成多数で可決いたしました。また、

継続費の増額補正の審査は昨年の６月議会

でもございました。このときは約13億円の

増額補正でしたが、このときも増額を認め

ない修正案が賛成15人、反対８人の賛成多

数で可決されました。 

 一刻も早く建設を進めるべきとお考えで

あれば、この２度にわたる建設費増額のた

めの継続費補正案が否決された意味、議会

の半数を超える意思である現基本計画を破

棄し、建設場所を変えて新たな基本計画を

策定するべきとの意思を尊重していただく

べきではないか、見解を求めたいと思いま

す。 

 安心・安全の視点、市の防災拠点との視

点から鑑みたとき、また市民には南海本線

を越えて東側、山側へ避難されるよう徹底

される中、それに反して高潮浸水想定エリ

ア内、そして活断層の横にあえて防災拠点

となる市庁舎を建設することは、矛盾を市

民に与えることにもなり得ます。一方、市

民の皆様に庁舎建設のため多額の市債をお

願いするのであれば、市民にも御理解いた

だけるリスクヘッジにも努めるべきであり
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ます。また、事が起こったときに想定外と

いうワードを避けるためにも、そのリスク

を１つでも減らしておけるのであれば、そ

のように努めるべきであることから鑑みて

も、現在の建設予定地が含まれた現基本計

画を白紙に戻し、早急に新たな基本計画の

策定に取り組まれるべきと存じますが、併

せて見解を求めます。 

 以上で１回目の質問を終わります。あと

は自席から質問させていただきます。御清

聴ありがとうございました。 

○松本妙子議長 

 藤浪教育次長兼教育総務部長。 

○藤浪秀樹教育次長兼教育総務部長事務取扱 

 御質問の１、岸和田市小中学校適正規模

及び適正配置についての御質問に御答弁さ

せていただきます。 

 これまで地域説明会や校区懇談会では、

学校の再編だけではなく対象校区への影響

や今後のまちづくりについて、多くの意見

を頂いたところでございます。その際には、

子供たちにとって将来にわたってよりよい

教育環境、教育内容を保障していくために

適正規模・適正配置の取組が不可欠である

ということを御説明させていただく一方、

再編に伴う地域への影響につきましては、

市長部局と連携して、まちづくりの観点も

含めて取り組んでいく旨をお答えさせてい

ただいたところでございます。 

 学校が地域に果たす役割は非常に大きく

て、まちづくりや今後の展望は最大の関心

事であるということから、議員の御指摘を

踏まえて、今後、適正規模・適正配置の取

組を進めるに当たりましては、対象となっ

ている学校の地域の皆様や、より多くの保

護者、また子育て世代の皆様に、より一層、

教育委員会と市長部局が一体となって、ま

ちづくりも含めた説明、協議をさせていた

だいて、御理解いただけるように努めてい

きたいと思ってございます。 

○松本妙子議長 

 永野市長。 

○永野耕平市長 

 岸和田市立社会体育施設再編計画につい

て、心技館についてお答えさせていただき

ます。 

 心技館は、利用者をはじめ市民に長年に

わたって親しまれてきた思い出の深い施設

であることから、撤去する前に、その歴史

や雄姿をいま一度記憶にとどめるためのセ

レモニーを開催したり、また、建物の資材

の部分移築等の再活用の方法を検討するな

ど、心技館を大切にしてこられた市民の皆

様の思いに応えることが必要と判断し、令

和６年度当初での予算化を見送ったもので

あります。心技館を撤去するという方針に

変わりはなく、第１期実施計画に変更はご

ざいません。 

 庁舎建替について、現計画を白紙に戻し、

早急に基本計画の策定に取り組むというこ

とについてなんですけれども、議員が御指

摘されていることは、これまでの議事の決

定事項、議決の効果をどう考えるかという

ことだと思います。令和５年度当初予算で

の継続費予算が民主主義の手続の中で議決

されていますので、その上で、現地で建設

できないという特段の事情が生じたとか、

そういうことがない限り、現地で建てると

いう基本計画の議決は有効である、これを

守らなければいけないと考えますので、そ

のように進めていかざるを得ないと思いま

す。また、それでも民主主義ですので、議

会の総意をもって建設候補地を白紙にする、

また建設候補地はどこであるということを

示された場合は、我々としては、それにし

っかりと従って仕事をしてまいりたいと考

えております。 

○松本妙子議長 
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 岸まちづくり推進部長。 

○岸勝志まちづくり推進部長 

 御質問の３、生活交通確保に向けた実証

運行について御答弁申し上げます。 

 生活交通導入促進については、地域と交

通事業者との協働による持続可能な移動手

段の確保に向けて、各課から交通不便地域

として課題のあった春木・大芝地区と黄金

塚地区について取組を進めております。 

 令和５年度の取組の進捗でございますが、

春木・大芝地区では現在、地域の春木校区

と大芝校区の代表者の方々と、地域貢献活

動の一環として御協力いただいています池

田泉州ホールディングスと共に生活交通の

確保に関する協議を進めており、ＡＩオン

デマンド型の交通手段を念頭に、導入に向

けたニーズの把握やルート、体制づくりな

どの検討を進めております。 

 また、黄金塚地区では、地区の老人会、

町会の方々と共に、生活交通の確保に向け

た取組としてニーズの把握やルート、体制

づくりなどの検討を進めており、現在、ま

ずニーズの把握として町会発信で地域の皆

様向けのアンケート調査を実施し、その結

果の取りまとめを行っており、アンケート

結果に基づき地域の皆様と検討を進めてお

ります。 

 次に、令和６年度の具体的な取組につい

てでございますが、２地区での取組を踏ま

え、それぞれ地区ごとで地理的条件や人口、

ニーズが異なるため、それぞれの地区に適

した交通手段の選定が必要となりますが、

そういった選定の際の条件を確認するため

にも、ＡＩオンデマンドや乗合タクシーな

どといった交通手段に関する実証実験を行

ってまいりたいと考えております。 

 ２地区以外でもボランティアなどの共助

による地域で助け合う交通により、地域の

方々自らが移動手段を確保する事例なども

見られることから、そういった地域主体の

取組を後押しする仕組みとして、保険など

の経費の一部に対する補助制度を新設する

なども予定いたしております。 

○松本妙子議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 岸和田市スマートシティ構想について御

答弁申し上げます。 

 岸和田市スマートシティ推進協議会につ

きましては、地域課題の解決を産学官が連

携して進めるため、企業等にも参加いただ

き設立してまいりたいと考えております。

岸和田市スマートシティ推進協議会の役割

としましては、岸和田市スマートシティ構

想に基づき、本市の抱える課題や取組を踏

まえ、スマートシティ実現に向けたプロジ

ェクト等を推進していくための組織と考え

ておりまして、各種施策やプロジェクトの

検討及び実証実験を進めてまいりたいと考

えております。令和５年度は準備段階とし

て、昨年11月から12月にかけて事業者への

ヒアリングなども行い、情報収集等を行っ

てきたところでございます。令和６年度当

初予算におきましては、委託料としまして

岸和田市スマートシティ推進協議会の運営

支援及び実証実験に係る経費を計上させて

いただいております。 

○松本妙子議長 

 米田議員。 

○20番 米田貴志議員 

 今、それぞれ５点の質問に対して答弁い

ただきました。１点１点再度お伺いしたい

と思います。 

 まず小中学校適正規模及び適正配置につ

いてでございますけれども、答弁に３つの

ポイントがあったと思っているところでご

ざいます。１つ目は、まちづくりについて

多くの意見を頂いたと。２点目が、学校が
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地域に果たす役割は大きいというコメント

もございました。そして３つ目に、まちづ

くりや地域の今後の展望は最大の関心事で

あること。この３点が含まれた答弁を頂き

ました。私は、これは大変大事な視点だと

思っておりまして、これらの認識の下で、

対象者として当初からアンケートを行う必

要があったのではないかと思うわけでござ

いますが、今後はその視点を十分に踏まえ

て説明される旨の答弁でしたので、経過を

見させていただきたいと思います。 

 さて、昨年の新年互礼会で市長が提案さ

れた、山手のほうで新たな場所に小中一貫

校を新設すること、そして一旦は既存の小

中学校を閉校にせず、既存校と新たな小中

一貫校のどちらかを選択できるようにする

こと、これらが昨年の施政方針に記載され、

市長の肝煎りの取組と認識させていただい

ておりましたが、今年度の施政方針には示

されていませんでした。また、そのことが

記載されたホームページも昨年の６月23日

付から更新されておらず、教育委員会会議

でも、議題としては令和５年１月に行われ

た定例の会議で取り上げられ、その後は議

論されていないように要点筆記からは推察

いたしております。また、そのときの会議

ですけれども、委員からは、既存校を残し

たままとなりますと、その学校がより小規

模化し、課題がより大きく顕在化すること

になるのではないか。また、現計画に大き

な影響を与えるのではないか。そして、方

針変更になるのではないかなど、現計画を

進める上で懸念を示される御意見が出され

ております。 

 そのような中、教育委員会事務局として

次のように発言しています。立地場所の選

定や、対象校区、学校規模の設定作業など

が課題として生じてまいりますが、その内

容につきましても、まさにこれから協議、

調整が必要なこととなっており、現段階で

この場で詳細なスケジュールについてお示

しすることができません。しかしながら、

教育委員から頂きましたことについても、

教育委員会事務局内でまずはしっかりと議

論していきたいと発言され、その作業を進

めることが承認されておりますが、小中一

貫校の設置に向けた検討は今後どのように

取り組まれるのか、併せて見解を求めたい

と思います。 

 社会体育施設の再編計画について、市長

から直接答弁いただきました。撤去するこ

とは変わりないが、その前にセレモニーな

どを行うため今年度の予算化は見送ったと

のことであります。ただ、まだその明確な

スケジュールは示されていないようでござ

います。 

 この実施計画の説明を受けたときには、

そのような取組は聞いておりませんでした。

恐らく担当部局も御存じなかったのではな

いでしょうか。先日の他の議員の質疑で教

育長の答弁に、予算を要求したがつかなか

ったとありました。ということは、先ほど

の答弁のとおり、市長の判断だということ

になります。ただ、これは事前に御利用さ

れていた方々と協議がなされ決定したこと

なのでしょうか。いずれにしても、担当部

局と協議しておく必要があったのではない

でしょうか。見解を求めたいと思います。 

 加えて、令和６年３月末で岸和田市民道

場設置及び管理条例が廃止となりますので、

市として設置しておくことや管理する根拠

を失います。撤去する方針には変更ないと

のことでしたが、４月１日以降、撤去され

るまでの間は引き続き生涯学習部が受け持

つということでしょうか。 

 また、今後も第２期計画が予定されてい

ます。また、その後も基本方針にのっとっ

て各実施計画が策定されるものと存じます
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が、我々も市民に説明することが求められ

ますので、このようなオプション的な取組

がマッチアップされるならば、予算を伴う

こともあろうかと存じますので、しっかり

と御案内いただきたいと存じますが、併せ

て見解を求めたいと思います。 

 生活交通確保に向けた実証運行について、

再度伺います。 

 春木・大芝地区ではＡＩデマンド型での

実証運行で、黄金塚地区では地域のアンケ

ート結果によるニーズ分析とのことでござ

いました。いずれにしても、地域主体で進

められるようでございます。生活交通の確

保は、やはり地域の声が反映されることが

必須条件であり、地域の皆様の御理解と何

より御協力を仰がねばなりません。また、

生活交通を持続可能とするキーワードは、

地域主体であります。そのような観点から

も、地域への丁寧な後押し、地域が前面に

出やすい状況の形成に注力していただきた

く存じます。全国でも、同様の課題に取り

組み成功を収めている事例は、そのほとん

どが地域主体で行っているケースでありま

す。ぜひとも成功につなげるサポートをよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 さて、御承知のとおり、この課題は決し

てこの２地区だけではありません。同様に

この課題を抱える地域への今後の展開につ

いてはどのように取り組むのか、お示しい

ただきたいと思います。 

 スマートシティ構想について伺います。 

 スマートシティ推進協議会がこの構想を

実現するに当たり、課題などを浮き彫りに

して、それらの克服と推進する取組を適宜

行っていくとのことでありました。要は、

この協議会の取組がこの構想の実現に大き

な影響を与えるということになるのだろう

と思います。ぜひとも期待したいと思いま

す。 

 さて、これら示された素案でありますが、

これらを進めるに当たり、今後は先進的に

取り組まれる市町の事例も御参考になさる

のだろうと考えます。人口減少、少子高齢

化において、多様化する市民ニーズ、複雑

化する社会課題など、それらへの対応がま

すます増え続け、全国の自治体に与える影

響は大きく、どの自治体も、それらを克服

し、市民サービスの低下を招かず、よりス

ピーディーに充実した市民サービスを実現

するためスマートシティ化に取り組まれて

いますが、大きな課題として、決して市民

を置き去りにしないことではないかと考え

ます。市民の理解と賛同を得ることが、市

民生活を大きく左右するこの構想を実現す

る必須の条件ではないでしょうか。 

 スマートシティ構想で行われたパブリッ

クコメントでは、６件の貴重な御意見を頂

いております。このことだけで判断するわ

けではありませんが、市民への周知ができ

ていないように感じます。今後はこの構想

を市民に御理解いただき、市民の方々と共

につくり上げるため、さらに市民の前へ出

ていくことが必要と考えますが、本市とし

ての見解を求めます。 

 庁舎について、市長から直接御答弁いた

だきました。 

 私の質問とずれてはいないんですけれど

も、大方答弁いただいていると思いますが、

今回私が一番視点に置いているのは、２度

にわたる増額補正の否決の数でございます。

議会の議員として、やはり現地で建て替え

るための補正は認めないという意思が表示

されているんだろうと私は思うんです。そ

の点について市長に意見を求めて、尊重し

ていただけないのかどうかというところで

ございます。 

 そしてもう１点、予算を伴う議案の提出

というのは、私どもからはできません。た
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だ出されたものに対して是非を問われる、

それに対して是か非か判断することしかで

きないんです。その中で、私たちは２度に

わたって、ここで庁舎を建てるための増額

は認めることはできませんという意思表示

をしっかり市長にしているんだと私は思う

んです。そこをどうお考えなのか、改めて

もう一度御意見を頂ければありがたいと思

います。 

○松本妙子議長 

 藤浪教育次長兼教育総務部長。 

○藤浪秀樹教育次長兼教育総務部長事務取扱 

 １、小中学校適正規模及び適正配置につ

いての再質問に御答弁させていただきます。 

 教育委員会では、小中一貫教育につきま

して、義務教育の９年間を見通した体系的

な学びを保障するために重要かつ有効であ

るということから、令和２年度に策定しま

した岸和田市小中一貫教育基本方針に基づ

きまして、来年度、令和６年度から各中学

校区で小中一貫教育推進計画を作成するな

ど、本格的に小中一貫教育に取り組んでい

くこととしてございます。小中一貫教育を

進めるに当たりましては、施設の形態とし

ても、小学校と中学校を同じ敷地内に設置

することが可能であれば、より高い教育効

果が期待できますので、施設一体型の小中

一貫校が望ましいというふうに考えてござ

います。 

 これらのことも踏まえまして、小中学校

の適正規模・適正配置の具体化に当たりま

して、小中一貫校の設置につきまして、市

長の提案の部分も含めて検討させていただ

きたいと考えています。 

○松本妙子議長 

 永野市長。 

○永野耕平市長 

 心技館についてお答えさせていただきま

す。 

 議員がお示しいただいたとおり、教育委

員会からは予算要求がございまして、私の

判断で予算をつけなかったということです。

これについては、平場ではいろんな議論が

もちろんありますし、いろんな場で心技館

を使っている方々や周辺の方々の御意見を

伺う機会はありましたが、議員が御指摘さ

れているように、正式に、例えば議会に対

して相談したりということはありませんで

した。 

 ただ、これについては、あくまで基本計

画を変更するようなものではなくて、また、

撤去するという方針は大きく変わることで

はないと思いましたので、私のほうで判断

して、令和６年度については、心技館を愛

する方々は非常に多いですので、できれば

そういった方々と一緒に、例えば写真展と

か絵画、また心技館についての作文とか、

そういったことを通じて皆さんと一緒に心

技館のこれまでの歴史を振り返ったり、心

技館に対する感謝の気持ちをみんなで表し

たり、そういうふうなセレモニーをしては

どうかと思っています。 

 あとは建物についても、あの建物が好き

だという方も多いですから、何とか移築す

る方法はないかと考えたんですけれども、

移築は難しいと聞いていますので、例えば

瓦や床板、その他あの建物を象徴するよう

な部分については部分的に保存や移築が可

能ではないか検討するために、撤去につい

てはすぐに予算をつけるわけではなくて、

そういったことを考えていただく期間にし

てもらいたいということで生涯学習部にお

願いしたところです。 

 御指摘のとおり、内容について、これか

らではあるんですけれども、方向性につい

ては、これは重大なことですから、議員が

御指摘されているとおり、お知らせしてお

くべきだったと思っておりますし、今後も
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議員の皆様には逐一御報告させていただい

たり、また相談させていただいたりして進

めてまいりたいと思っております。 

 そして庁舎建替についてなんですけれど

も、議員が御指摘されているのは、２回に

わたって継続費の補正案が否決されている

ので、これは白紙にすべきだという議会の

意思であるということなんですが、これは

議決の効果についてどう考えるかというこ

とでありまして、否決された継続費補正と

いう提案は、現計画の継続費はもちろん賛

成していただいているんですけれども、現

計画の継続費がその他の事情によって、例

えば物価の高騰や建設単価の高騰、そうい

った外的な要因によって変更せざるを得な

い分について継続費の補正をお願いしたと

ころなんです。計画そのものの骨格ではな

くて、計画を進めるに当たり外的要因で変

更せざるを得ない部分について継続費を補

正させていただきたいというお願いについ

て、賛同を得られないという状態であると

思います。あくまで継続費そのものについ

ては、議会の議決がございますので、我々

としましてはそれを重く受け止めて進めて

いかざるを得ないと考えております。 

○松本妙子議長 

 岸まちづくり推進部長。 

○岸勝志まちづくり推進部長 

 生活交通に関する再質問についてでござ

いますが、議員御指摘のように、市内には

ほかにも公共交通の御利用が困難な地域が

存在しますので、そういった地域も含めた

生活交通の確保に向けて、現在、地域主体

の生活交通の確保に関するマニュアルの作

成を進めております。その中では、モデル

的に先行して取組が進められています春

木・大芝地区や黄金塚地区での取組状況を

踏まえつつ、持続可能な生活交通の確保に

つながるような制度や進め方、行政、市民、

事業者の役割分担、費用負担の在り方など

を検討したいと考えております。 

 いずれにしましても、御答弁申し上げま

した実証実験などの取組を持続可能な生活

交通の確保につなげるためには、決して行

政だけが主導するのではなく、地域住民の

方々による主体的な関わりと御利用が重要

と考えております。先行して取り組んでい

ます２地区以外でも、今後作成しますマニ

ュアルを活用して、地域住民の方々と共に

持続可能な生活交通の確保について取り組

んでまいりたいと考えております。 

○松本妙子議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 議員御指摘のとおり、スマートシティの

取組の推進に当たりましては、その取組の

趣旨や目的などがステークホルダーとなる

市民や関係者とうまく共有できず、取組が

進まないケースもございます。そういった

ことも踏まえて、取組を進める上では、市

民の皆様の御理解が進む方法を併せて検討

して進めてまいりたいと考えております。 

○松本妙子議長 

 米田議員。 

○20番 米田貴志議員 

 小中学校適正規模及び適正配置について

申し上げたいと思います。 

 小中一貫教育を進める方針には変更はな

い、また施設一体型の小中一貫校が望まし

いとのことでございます。私たち公明党も

答弁いただいた内容を支持したいと考えて

いるわけでございますけれども、懸念する

ことは、市長提案の新たな学校が現方針を

進めるに当たり地域に混乱を来すのではな

いかということでございます。市長として

現方針を進めるためとの思いからではある

と理解いたしておりますが、適当ではなか

ったのではないでしょうか。先ほどの答弁
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では市長提案を含め引き続き検討していき

たいとございましたが、市長自ら市民に発

信した事項について修正されることは大変

かとは存じますが、実施計画の見直しが必

要になったことを鑑み、併せて市長提案に

ついては取り下げるべきではと申し上げて

おきたいと思います。 

 また、担当副市長にも、我々の意見に同

意いただき、取り下げる方向に尽力いただ

きますよう併せて要望しておきます。 

 社会体育施設再編計画についても、また

市長から答弁いただきました。市長から、

心技館を撤去するため岸和田市民道場設置

及び管理条例を廃止する提案がなされ、賛

成多数で決定しました。しかしながら、そ

の決定を遂行するため、所管する部局から

の予算要求を市長自らが止めるという理解

に窮する状況となりましたのでお尋ねさせ

ていただきました。 

 さて、社会体育施設においては、今後も

さきに示された方針に基づき実施計画が進

められるものと存じます。と同時に、市有

の他の公共施設の再編についても議論され

るものと存じますが、今回のような状況を

招かないよう、協議をしっかり重ねた上で

議会に提案することを求め、この質問は終

わりたいと思います。 

 生活交通確保に向けた実証運行について、

作成しているマニュアルを活用し、他の地

域、地区にも働きかけるとのことでござい

ました。ぜひとも同様の課題を抱えている

地域へは積極的な働きかけを願いたいと存

じます。 

 新年度から行われる実証運行につなげる

までの取組、地域内での機運の醸成への取

組などは、同様の課題で困られている地域、

地区においても大変に参考になるものと存

じます。もし、この２地域の方々が御理解、

御協力いただけるようであれば、地域間交

流会のようなステージまたはプラットフォ

ームを形成することもよいのではないかと

存じます。もちろん地域によって土地の形

状やニーズ、距離など異なる点も多々ある

と考えられますが、地域主体の取組のポイ

ントや機運醸成の方法など、主軸の部分が

見えるのではないかと思うわけでございま

す。ぜひとも、それらの視点も含め円滑に

進むようサポートしていただきますよう要

望して、この質問も終わりたいと思います。 

 スマートシティ構想について、市民の理

解が進む方法を検討するとのことでござい

ます。当然のことながら、核となる推進協

議会の中でもその視点を重要視していただ

きますよう要望しておきたいと思います。 

 また、答弁にもございましたが、取組、

趣旨、目的が市民と共有できず取組が進ま

ないケースもあるとのことでしたが、実際

に府内でもそのようなケースがあり、スマ

ートシティ構想を掲げたものの市民参加の

促進が不十分で、結果的に市民のニーズに

合わない事業を多く展開してしまった自治

体、また府外の某自治体では、民間企業と

の協力体制が整わず事業の進展が遅れた事

例も報告されております。 

 いかに市民と共にこの構想を実現してい

くかが重要でございます。また、そのため

にこの構想をまずは市民にしっかり周知し

ていくことも大切だと考えます。例えば、

出前講座を開くことも１つかもしれません

が、できることなら小学校区もしくは中学

校区単位で説明に出向くなど、積極的な周

知の方法が必要ではないかと思います。そ

の中で、市民目線としての課題も見え、そ

のリカバリーを図る方策も見えるのではな

いかと思います。 

 基本方針に示されたウェルビーイングを

感じていただく対象は、自治体職員もさる

ことながら、メインは市民であります。市
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民と共に築き上げ、決して市民置き去りの

構想となりませんよう、以前から申し上げ

ておりますが、ディバイド対策にも一層注

力され取り組まれることを要望し、この質

問も終わりたいと思います。 

 市長からも再度、庁舎建替について答弁

いただきました。先ほど、継続費の否定は

あくまでも継続費だというような答弁ござ

いました。そこが多分、壁というか認識の

違いなのかなと思っております。もちろん

上げられたのは継続費の提案ですから継続

費の否定という形になったわけですけれど

も、あくまでも今回、特に我々公明党とし

ても、ここで建てることに関しては認めた

くない。それが私たち議員に今できる精い

っぱいの意思表示なんです。予算が伴うこ

とは提案できないですから。その輪が広が

って15対８というのが２回連続で続いたん

だろうと思うわけでございます。 

 ですから、これはもう要望しておきます

けれども、市長には議会の意思、３分の２

に近いこの意思表示をしっかり受け取って

いただいて、白紙に戻していただきますよ

う要望して、私の総括質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

○松本妙子議長 

 次に、烏野議員。 

   （13番 烏野隆生議員登壇） 

○13番 烏野隆生議員 

 発言のお許しを頂きましたので、令和６

年度施政方針に対し、きしわだ未来を代表

して総括質問をさせていただきます。市長

はじめ、理事者の皆様方には質問の趣旨を

お酌み取りいただきまして、的確な御答弁

をお願いします。また、議員各位におかれ

ましては、しばらくの間御清聴賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 総括質問最後の質問者となります。他の

議員と重複する部分がございますが、予定

どおり質問させていただきますので御了承

ください。 

 それでは、通告に従いまして、１つ目の

子どもの保育・教育環境の向上について３

点伺います。 

 まず１点目の岸和田市立幼稚園及び保育

所再編個別計画について。待機・未入所児

童の発生、幼稚園の小規模化や就園率の低

下、施設の老朽化といった課題を解消し、

よりよい教育・保育環境を提供することを

目的に年次的に進めていくとのことですが、

現在までの保育量の確保状況についてお答

えください。また、今後の再編計画につい

ての取組についてもお答えください。 

 ２点目の民間園の認定こども園などの新

設や利用定員の拡大、また市立幼稚園及び

保育所の再編を進めていく中で、就学前の

児童の保育量の拡大を図り待機児童解消を

進めていくということですが、施設整備だ

けではなく保育士の確保策も重要な課題と

なっております。保育士の資格を持ちなが

らも保育士として就業する人が少ない状況

を受け、国や自治体では様々な対策を行っ

ております。 

 本市においても保育士不足の状況はなか

なか解消されておりません。他の議員の質

問と重なりますが、まず、保育士の確保の

ため来年度実施する保育士キャリア・リタ

ーン一時金について御説明ください。また、

保育士の新規採用だけではなく、現職の保

育士の離職防止についてはどのように取り

組まれているのかもお聞かせください。 

 ３点目の市内幼稚園、小学校、中学校の

水泳指導を民間事業者に委託し、より専門

的な指導を行う、みんな泳げるプロジェク

トの実施について。これまで、きしわだ未

来としては、学校における水泳指導につい

ては何度か質問させていただきました。直

近の令和５年12月の一般質問では、我が会
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派の反甫議員より学校水泳の民間委託の状

況や今後の見通しなどについて質問しまし

た。教育委員会からは、委託先の屋内プー

ルでは天候などに左右されず実施できるこ

とや、子供たちの泳力の向上につながった

などの肯定的な回答や、今後は市内全ての

学校園の水泳指導を民間に委託するといっ

た方向性を示されたところでございます。 

 私は、小中学生が水の事故から身を守る

ため、水泳指導にはしっかりと取り組んで

いただきたいと考えます。そこで、本格的

に民間委託を開始し２年が経過しようとす

る今、子供たちや先生方の反応や課題につ

いて、改めてお聞かせください。 

 次に、２つ目の重点目標２の経済・交流

が活発な岸和田の実現の重点目標の方向性、

地域経済の軸となる産業・観光の活性化に

ついて、２点質問させていただきます。 

 １点目は、市長は新たな産業拠点として、

木材コンビナートにおける埋立造成の早期

事業化をうたわれております。木材町にあ

ります大阪木材コンビナート地区において、

遊休水面となっている貯木場を活用した木

材港地区全体の新たなまちづくりに向け取

り組んでいるとのことであります。76ヘク

タールもある広大な貯木場水面を埋め立て

て新たな産業用地を創出しようとするもの

で、まだまだ計画、構想の段階かと思いま

すが、現在の進捗状況についてお尋ねしま

す。また、埋立てとなると恐らく大阪府に

おいて事業実施されることになると考えま

すが、府における検討は進んでいるのでし

ょうか。これまでも何度か埋立てなどの事

業化構想や計画の話はありましたが、いず

れも途中で立ち消えとなっていると承知し

ております。今回は本当に実現の可能性が

あるのかお尋ねします。 

 ２点目の鉄道により分断されている東西

交通の円滑化と市街地の一体化を図るため、

連続立体交差事業の検討に着手しますとあ

りますが、どのような検討に着手するのか

をお伺いします。 

 ３つ目の安全で安心して暮らせるまちに

ついて、２点質問させていただきます。 

 １点目は、地震や異常豪雨など自然災害

が多い日本において、災害に強いまちづく

りは各自治体に共通した大きな課題でもあ

ります。能登半島地震において住宅の全壊

また半壊も多く見られ、住宅の倒壊が人的

被害を拡大させた大きな要因ともなってお

り、命を守るための建物の耐震化を進める

ことが喫緊の課題となっております。 

 本市においても南海トラフ地震等の巨大

地震により多数の建物の倒壊が予想される

ことから、岸和田市住宅・建築物耐震改修

促進計画第２期に基づき、住民、建物所有

者に対して耐震化の重要性などについて周

知啓発を積極的に行い、耐震診断や耐震改

修工事、耐震シェルター設置工事への助成

を継続し、市民の生命、財産を守り、安全

で安心して暮らせるまちづくりを目指すた

めにも建築物の耐震化について取組が必要

であるかと思いますが、昨日の議員と重な

りますが、現在までの取組と耐震化率の推

移についてお聞かせください。 

 ２点目は、能登半島地震のような大規模

地震により火災が発生したときには、消火

活動には大量の水が必要となります。水道

管が破断し消火栓が使用できなくなれば、

海や川などの自然の水を活用する手段もあ

ろうかと思いますが、全ての地域にそれら

があるとは限りません。やはり確実なのは

計画的に設置された防火水槽だと思います。

そこで、防火水槽についてお伺いしますが、

本市における防火水槽の数、耐用年数、耐

震性についての現状をお聞かせください。 

 以上で壇上からの質問を終わり、以降は

自席にて質問させていただきます。御清聴
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ありがとうございます。 

○松本妙子議長 

 大西子ども家庭応援部長。 

○大西謙次子ども家庭応援部長 

 御質問の（１）子どもの保育・教育環境

の向上について御答弁申し上げます。 

 まず待機・未入所児童の解消に向けた保

育量の確保状況ですが、今年度は既存の民

間園３施設における利用定員の拡大、新設

の幼保連携型認定こども園１施設の開設な

どにより、200名程度の保育量を拡大いたし

ました。また、来年度も既存の民間園１施

設における利用定員の拡大と新設の幼保連

携型認定こども園２施設の開設が予定され

ており、令和５年度と同様に200名程度の保

育量の拡大が予定されております。さらに、

令和７年度には（仮称）市立旭・太田認定

こども園の設置を予定しており、保育士の

確保という課題はありますが、待機児童の

解消については一定めどがつくものと考え

ております。 

 次に、今後の再編計画についてですが、

中期計画で示した（仮称）市立春木・大芝

認定こども園及び（仮称）市立桜台・光明

認定こども園に関しては、昨年７月に対象

となる春木保育所、春木幼稚園、大芝幼稚

園、桜台保育所で、本年２月には大宮保育

所において保護者説明会を実施いたしまし

た。光明幼稚園、大宮幼稚園につきまして

は来年度に実施する予定で、現在日程の調

整を図っているところでございます。また、

（仮称）市立春木・大芝認定こども園につ

いては設計事業者も選定されましたので、

基本設計、実施設計に取りかかってまいり

ます。 

 後期計画につきましては、関係部署と協

議を重ねながら開設候補地を選定する作業

に取り組んでいるところですが、本年２月

に候補地を検討するための情報収集を目的

としたサウンディング調査を実施いたしま

した。今後はその結果なども踏まえ、令和

６年度中に後期計画を公表してまいりたい

と考えております。 

 次に、保育士確保につきましては、現在

全国的に慢性的な保育士不足により、人材

を確保することが困難な状況にあります。

本市も例外ではなく、この状況を脱却すべ

く、民間の保育所、認定こども園などで新

たに就職した保育士や保育教諭に令和３年

度より岸和田市保育士応援特別給付金、ま

た今年度より岸和田市保育士就職祝い金を

給付するなどの取組を行っております。来

年度創設いたします保育士キャリア・リタ

ーン一時金は、結婚や出産などを理由に退

職した市内民間特定教育・保育施設で保育

士や保育教諭として３年以上勤務していた

方のうち、離職の日から１年以上経過した

後に、令和６年４月１日以降に同施設また

は同法人に再度常勤保育士や保育教諭とし

て雇用され、６か月間継続して就労された

方に対して10万円を支給するものです。 

 最後に、市立保育所での離職防止に向け

た取組につきましては、令和４年度より会

計年度任用職員の保育士及び調理用務員の

給料の引上げ、保育士・保育所支援センタ

ーの活用、また保育士の負担軽減のため、

保育所のＩＣＴ化、施設での紙おむつの一

括処分、また年間有給休暇取得日の目標を

設定するなど、休暇の取りやすい就労環境

の改善に取り組んだところでございます。 

○松本妙子議長 

 片山学校教育部長。 

○片山繁一学校教育部長 

 続きまして、学校水泳についてお答えい

たします。 

 議員お示しのとおり、学校水泳の民間委

託につきましては、みんな泳げるプロジェ

クトとして、より専門的な水泳指導や安全
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で快適な環境の中、子供たちの泳力向上に

向け令和４年度より実施しております。本

年度は12幼稚園、12小学校、そして５つの

中学校で実施しております。実施校園の教

員からは、これまでは熱中症等を考え頻繁

に休憩を取っていたが、屋内ということも

あり安心感が増した。また、インストラク

ターの専門的な指導を見ることができ、水

泳指導の参考にもなったといった感想を聞

いております。また、子供たち対象のアン

ケートでは、インストラクターの教え方や

施設の使いやすさ、バスの送迎があること

に関して、９割以上の子供たちが肯定的な

回答をしておりました。 

 教育委員会としましては、これらの感想

も含め、天候にかかわらず計画どおり実施

できることや子供たちの泳力向上につなが

るなど、安全面や指導面からも民間委託の

実施を効果的と評価しております。 

 一方で、令和５年12月の反甫議員の質問

にもお答えしましたが、新たな民間施設へ

のバス移動には相当な時間がかかってしま

うことや、近隣市も本市と同様に民間委託

を実施していることなどから、民間施設の

受入れが限界近くとなっております。この

ことに付随して、水泳指導のスケジュール

調整が大変困難となり、１月や２月に実施

する学校園では、水泳の授業後、髪の毛が

乾き切らず帰りが大変寒いといった課題も

見えてまいりました。 

○松本妙子議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 御質問の２、地域経済の軸となる産業・

観光の活性化について御答弁申し上げます。 

 本市の臨海部、木材町に位置します阪南

港木材港地区は総面積200ヘクタール以上を

擁する産業団地で、昭和41年に大阪府によ

る埋立事業により造成されました。隣接の

忠岡町にまたがる中央の２か所の貯木場と

言われる貯木水面は約76ヘクタールござい

ますが、取り扱う輸入原木の減少により現

在はほぼ遊休水面となってございます。 

 木材港を含む阪南港の管理者である大阪

港湾局に対しまして、遊休水面の活用を含

めた木材コンビナート地区全体の活性化に

取り組んでいただけるよう、将来構想とし

ての木材港地区貯木場利活用ビジョンを令

和３年10月に本市独自に取りまとめたとこ

ろでございます。埋立てを視野に、具体的

な土地利用や導入すべき機能などについて

整理し、大阪府をはじめ忠岡町や地元の一

般社団法人大阪木材コンビナート協会など

関係機関とも共有してまいりました。 

 次に、大阪府における検討状況でござい

ますが、木材港地区貯木場の遊休水面につ

いては府においても課題として認識されて

おり、埋立てを含めて新たな活用の方策に

ついて具体的に検討が進められているもの

と承知してございます。令和３年３月には

大阪府が主体となって木材コンビナートの

利活用に向けた検討会が設置され、大阪府

庁内関係６部局のほか、本市や忠岡町、大

阪木材コンビナート協会も参画の下、埋立

事業化及び将来のまちづくりについて具体

的な検討が進められているところでござい

ます。 

 この検討会議での議論を受けまして、昨

年度からは、大阪港湾局において予算を確

保した上で、コンビナート地区の現況調査

といたしまして、今後の事業化判断に必要

となる埋立事業手法の検討や概算事業費の

算定などを行うための事業化検討調査が実

施されていると聞き及んでおります。また、

来年度は埋立て検討に係る予備調査といた

しまして、事業化に必要な手続の１つであ

る環境アセスメント調査に必要な関連予算

も計上予定ということでございますので、



 

- 16 - 

着実に検討が進んでいるものと認識してご

ざいます。 

 本市におきましても、来年度は引き続き

忠岡町との共同調査費として、現利活用ビ

ジョンの継続・追加調査をはじめ、埋立て

検討に必要な調査に係る予算を計上、提案

させていただいており、埋立ての事業化実

現に向けて鋭意取り組んでいるところでご

ざいます。 

○松本妙子議長 

 岸まちづくり推進部長。 

○岸勝志まちづくり推進部長 

 御質問の２、地域経済の軸となる産業・

観光の活性化についての連続立体交差事業

に関して御答弁申し上げます。 

 まず、連続立体交差事業は、市街地にお

いて鉄道の一定区間を高架化することによ

り多くの踏切を除去し、道路との立体交差

化を一挙に実現する都市計画事業でござい

ます。本事業は大阪府が事業主体となり施

行するものでございますが、大阪府のみな

らず、地元である岸和田市、鉄道事業者が

協力して事業を進めることとなります。 

 また、連続立体交差事業は沿線のまちづ

くりと一体となって進めることが必須条件

であると示されております。連続立体交差

事業の事業化に至るまでには国の補助事業

の採択が必要でございますが、特に重要と

なるのは、総便益を総費用で除した費用便

益比の値が１以上となること、つまり、か

けた費用に対して十分に便益が見込まれる

かが重要でございます。そのために、令和

６年度より、総便益として踏切交通量など

の調査、交通流の推計、まちづくりによる

整備効果などを算出するための基礎調査、

並びに総費用として連続立体交差化に要す

る費用や、併せて整備することが必要とな

る幹線道路やその他まちづくりに要する費

用などの算出に着手いたします。なお、こ

れらの基礎調査は単年度で完了するもので

はなく複数年度の期間を要するものと考え

ており、あくまでも連続立体交差事業の可

能性の検討となります。 

 続きまして、御質問３、安全で安心して

暮らせるまちについての建築物の耐震化に

ついてでございますが、平成30年４月に策

定されました岸和田市住宅・建築物耐震改

修促進計画第２期におきまして、住宅の耐

震化率を令和８年度までに95％を目指すと

しており、耐震化を計画的かつ効果的に推

進してまいりました。施策の取組方法とい

たしましては、大きな被害が想定される昭

和56年５月以前の既存建築物の耐震化を図

るため、建築物所有者が自主的に耐震化に

取り組むことを基本としつつ、一定条件を

満たす所有者に対し耐震改修などに要する

費用の一部について補助金を交付し、耐震

化の促進を図っているところでございます。 

 本計画の中間期を迎えるに当たり、令和

４年度に中間検証を実施いたしました。そ

の中で、特に住宅の耐震化率について、本

計画策定時における平成29年度の推計値は

82％で、中間検証における令和３年度の推

計値は88％と６ポイント上昇いたしており

ます。これは共同住宅などの耐震化率が

88％から96％と８ポイント上昇したことに

起因するものでございまして、木造戸建て

住宅においては78％から81％と３ポイント

の上昇で、依然低い推計値でございます。 

○松本妙子議長 

 雪本消防長。 

○雪本貴司消防長 

 御質問の３、安全で安心して暮らせるま

ちについて御答弁申し上げます。 

 岸和田市では、既存の公設防火水槽は176

基あります。防火水槽の耐用年数は明確に

定められておりませんが、岸和田市では、

設置より50年経過しているものが54基あり
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ます。また、既存の防火水槽のうち、耐震

性能を有しているものが104基あり、72基が

非耐震性であります。 

○松本妙子議長 

 烏野議員。 

○13番 烏野隆生議員 

 御答弁いただきましたので、それでは２

回目の質問に入らせていただきます。 

 １つ目の子どもの保育・教育環境の向上

についての幼保再編の取組に関しては、前

期計画において待機児童の問題に一定のめ

どが立ち、中期計画においては公立の認定

こども園の開設に向けた準備が進められて

いるなど、現状は計画的に進んでいると理

解しました。 

 ただ、現在示されている再編の全体像で

は、後期計画期間中に民間の認定こども園

の開設が複数予定されているなど、近年の

物価上昇も相まって、かなりハードルが高

くなっていると考えますが、現状の認識を

お答えください。 

 来年度創設する保育士キャリア・リター

ン一時金については、結婚や出産などの理

由により退職した市内民間特定教育・保育

施設で保育士や保育教諭として３年以上勤

務していた方のうち、離職の日から１年以

上経過した後に、令和６年４月１日以降に

同施設または同法人に再度常勤保育士や保

育教諭として雇用され、６か月間継続して

就労した方に対し10万円を支給するという

御答弁でありました。保育士不足の確保の

取組としては、結婚や出産などの理由によ

り退職した保育士を、一定の制約があるも

のの再度就労していただけるように、仕組

みについて情報の発信も行っていただき、

保育士の確保に取り組んでいただけるよう

お願い申し上げます。 

 次に、市立保育所での離職防止に向けた

取組については、会計年度任用職員の保育

士及び調理用務員の給料の引上げ、保育

士・保育所支援センターの活用、また保育

士の負担軽減のため、保育所のＩＣＴ化、

紙おむつの一括処分、また年間有給休暇取

得日数の目標を設定し、休暇の取りやすい

就労環境の改善に取り組んでいただき、今

年度の自己都合退職者は昨年より大幅に減

少する見込みとなっていることは評価しま

すが、保育士不足が深刻化すると待機児童

問題にもつながってしまいますので、引き

続き、離職する理由などのアンケート結果

も精査しながら、離職防止に向けて取り組

んでいただきますようよろしくお願い申し

上げます。 

 みんな泳げるプロジェクトについては、

民間施設の受入れ状況に伴うスケジュール

調整等、運営面では課題があるようですが、

子供たちにとって学校水泳の民間委託は大

変メリットがあると考えます。今後とも子

供たちがしっかりと水泳指導を受けること

ができる環境を整えていくことが重要であ

ると考えます。そこで、令和６年度以降の

学校水泳の民間委託への取組の見通しにつ

いてお答えください。 

 ２つ目の地域経済の軸となる産業・観光

の活性化についての木材コンビナート貯木

場については、利活用ビジョンを策定し、

本市や忠岡町、大阪府とも共有しながら検

討を進めるとのことです。府において来年

度は環境アセスメント関連の予算も計上予

定とのことですので、埋立造成の事業化に

向けて、大阪府にはぜひとも早急に御決断

いただけるよう引き続き要請していただき、

そのために地元市として必要な協力や役割

分担にはしっかりと取り組んでいただきた

いと思います。私としましても、一日も早

く事業化が決定することを切に願っており

ます。 

 その上で、埋立造成の事業化が実現する
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とした上で、埋立て後の土地利活用やまち

づくりの内容はどのようなものを想定して

いるのでしょうか。施政方針では、大阪、

関西の産業を牽引し、時代をリードする近

未来的な機能を創造するとのことですが、

具体的な土地利用やまちづくりの方向性な

どがあればお示しください。 

 また、私としましては、木材コンビナー

ト地区のみならず、周辺地域の活性化やま

ちづくりにも波及、貢献し、よい影響を与

えることを期待しています。昨年の米田議

員の総括質問でもありましたが、既存の産

業団地である大阪鉄工金属団地や磯上町の

岸和田工業センターなど、周辺の製造業や

既存の産業の活性化にも役立つような土地

利用をぜひとも御検討いただきたいと考え

ておりますが、いかがでしょうか。 

 次に、鉄道により分断されている東西交

通の円滑化と市街地の一体化を図るため、

連続立体交差事業については、令和６年度

より総便益を算出するための基礎調査や連

続立体交差化に要する費用等の調査に着手

すること、単年度で完了するものではなく

複数年度の期間を要するものであることは

確認できました。 

 ところで、岸和田市では南海岸和田駅付

近、ＪＲ阪和線東岸和田駅付近の高架化が

完了しているが、今後はどの区間の連続立

体交差事業を検討するかお聞かせください。 

 ３つ目の安全で安心して暮らせるまちに

ついて、建築物の耐震化への取組方法とい

たしましては、大きな被害が想定される昭

和56年５月以前の既存建築物の耐震化を図

るため、建築物の所有者が自主的に耐震化

に取り組むことを基本としつつ、一定の条

件を満たす所有者に対し耐震改修などに要

する費用の一部について補助金を交付し、

耐震化の促進を図っていくとの御答弁でし

たが、それぞれの補助額や実績をお示しく

ださい。 

 続いて防火水槽について、防火水槽の耐

用年数は明確に定めておりませんが、設置

から長期間経過し耐震性能を有していない

防火水槽については、地震の揺れにより防

火水槽がひび割れ、中の水が地中に漏れて

使えなくなる可能性があるかと思います。

実際に阪神・淡路大震災のときもそのよう

な事例があったと聞いていますが、そのよ

うな防火水槽に対する対策は取っているの

でしょうか、お聞かせください。 

○松本妙子議長 

 大西子ども家庭応援部長。 

○大西謙次子ども家庭応援部長 

 子どもの保育・教育環境の向上について、

再質問いただきましたのでお答えします。 

 岸和田市立幼稚園及び保育所再編方針で

は、市立幼稚園及び保育所を幼保連携型認

定こども園へ再編するに当たり、既に多く

の民間園によって特色ある教育、保育が提

供されている十分な実績がある点、適切な

教育、保育が担保されるための民間園に対

する大阪府や本市による指導監督権限があ

る点、民間事業者が施設を整備する場合、

国や府から補助金の割合が高く、市の財政

負担を大幅に抑えることが可能である点な

どから、民間事業者への積極的な参入の促

進を図っていくこととしております。 

 議員おっしゃるとおり、民間事業者の参

入促進につきましては、今年度ハードルが

高くなっていくと思われる中ですが、児童

数、施設の整備状況のほか、今後の社会情

勢、保護者ニーズ等を踏まえ、民間園とよ

り一層連携、協力しながら、子供、保護者

にとってよりよい教育・保育環境の充実に

取り組んでいきたいと考えております。 

○松本妙子議長 

 片山学校教育部長。 

○片山繁一学校教育部長 



 

- 19 - 

 続きまして、次年度以降の学校水泳の方

向性についてお答えします。 

 令和６年度は、野田プールが老朽化によ

り休場となります。今年度まで野田プール

で学校水泳を実施していました４校園につ

きましては、現在実施しています学校園の

スケジュールをさらに調整し、民間委託を

実施していく予定です。 

 学校水泳の民間委託の拡充については、

様々な課題はありますが、今後、状況を整

理しながら、全ての子供たちの泳力向上に

向け、新たな民間施設の開拓や屋内プール

の整備等、関係課と連携しながら、市内全

域での実施に向けて取り組んでまいります。 

○松本妙子議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 木材コンビナート貯木場の埋立造成後の

土地利用やまちづくりの内容について御答

弁申し上げます。 

 御存じのように、木材コンビナート地区

内には阪神高速道路４号湾岸線岸和田北ラ

ンプがあり交通利便性が非常に高く、また

関西国際空港の20キロメートル圏内にある

ことから、新たな企業誘致を図るための産

業用地として非常にポテンシャルを有する

地区と考えられます。 

 そこで、現利活用ビジョンでは、既存産

業の拡張や高度化を図ることをはじめ、近

未来の新産業や先端産業を誘致するととも

に、地域経済を支える研究機関の誘致など、

泉州地域のみならず大阪、関西の発展、振

興につながるエリアとして有効利用するこ

とをうたってございます。大阪ベイエリア

から本市のみならず大阪、関西ひいては日

本の産業を牽引し、時代をリードする近未

来的な新産業創造空間となるよう、まちづ

くりを進めてまいりたいと考えてございま

す。そのために、岸和田市域のまちづくり

としての位置づけにとどまらず、大阪府域

のまちづくり、産業振興として大阪府、特

に商工労働部局にも主体的、積極的に取り

組んでいただけるよう、埋立事業化と併せ

てお願いしているところでございます。 

 次に、周辺地域の活性化に向けてでござ

いますが、市内の既存の産業団地では十分

な空き地がないことから、新たな増築や用

地拡張ニーズに対応できていない状況にあ

る上、臨海部のみならず周辺地域一帯では

既存の工場や建物は老朽化や耐用年数の超

過による建て替え需要がより一層高まるこ

とが予想される中、これに対応するための

建て替え用地が不足している状況にござい

ます。 

 これらの産業用地の不足が顕在化する中

で、現利活用ビジョンでは、既存産業にお

ける用地拡張ニーズに対応するとともに老

朽化工場の建て替え需要に応えることをう

たっており、ゾーニング案の中で既存産業

ゾーンとしてお示しすることで、コンビナ

ート地区を将来的な移転拡張候補地として

御活用いただくことも想定してございます。

木材コンビナート地区貯木場の埋立てによ

る新たな産業用地の創出は、これらの課題

解決に向けた有効な対策の１つになり得る

ものであり、地区周辺のまちづくりや活性

化にも貢献できるものと考えているところ

でございます。 

○松本妙子議長 

 岸まちづくり推進部長。 

○岸勝志まちづくり推進部長 

 連続立体交差事業に関する再質問につい

てでございますが、議員御指摘のとおり、

本市ではこれまでも鉄道の高架化に取り組

んでおり、南海岸和田駅付近については平

成７年度に、ＪＲ阪和線東岸和田駅付近に

ついては今年度で岸和田市における事業が

完了いたします。ただし、依然として南海
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春木駅や和泉大宮駅付近、ＪＲ阪和線久米

田駅付近において渋滞など課題のある踏切

が多数存在し、東西の交通が分断している

ことから市街地の一体化が阻害されており、

これらの抜本的な対策として引き続き鉄道

の高架化が必要であると考えております。 

 これまでも、南海岸和田駅から春木駅付

近までの区間については、昭和49年度に連

続立体交差事業の調査を実施し、翌昭和50

年度には国庫補助が新規採択されておりま

す。その後も南海岸和田駅付近の連続立体

交差事業後の延伸として断続的に検討を進

めるとともに、将来のまちづくりを視野に

入れた用地の先行取得を行い、その後、平

成29年度には春木駅周辺まちづくり基本構

想を策定するなど、着々とまちづくりにつ

ながる事業を推進しているところでござい

ます。 

 これらのことから、今後の高架化として

は、南海春木駅・和泉大宮駅付近から検討

してまいりたいと考えております。 

 また、これまでＪＲ久米田駅付近の鉄道

の高架化については詳細な検討は行われて

おりませんが、平成28年には久米田駅周辺

まちづくり基本構想を策定、平成29年には

久米田駅東西アクセス改善基本構想を策定

し、着々とまちづくりに係る事業を推進し

ており、令和５年９月24日には西側改札が

開設されるとともにアクセス道路も開通し

たところです。 

 今後とも、連立事業につなげるべく、ま

ちづくりを進めるとともに、南海春木駅・

和泉大宮駅付近の連続立体交差事業の検討

の際には、ＪＲ久米田駅付近の鉄道の高架

化についても今後の方向性を検討したいと

考えております。 

 次に、建築物の耐震化への補助額や実績

についてでございますが、まず戸建て木造

住宅の耐震診断への補助は費用の11分の10

とし、上限額５万円となっております。耐

震改修設計への補助は費用の10分の７とし、

上限額10万円となっております。また耐震

改修工事への補助は、世帯の所得によって

は異なりますが、費用の10分の７、最大上

限額は90万円となっております。 

 次に実績でございますが、過去３年間で

申しますと、年度途中でございますが、令

和５年度は耐震診断31件、耐震設計９件、

耐震改修10件で、うち１件は耐震シェルタ

ーの設置となっております。令和４年度は

耐震診断42件、耐震設計、耐震改修２件で、

令和３年度は耐震診断59件、耐震設計、耐

震改修５件となっております。 

○松本妙子議長 

 雪本消防長。 

○雪本貴司消防長 

 議員御指摘のとおり、耐震性能を有して

いない防火水槽については、地震の揺れに

より防火水槽自体が損傷し、使用できない

場合があります。岸和田市では、平成27年

度より防火水槽内に防水シートを張り巡ら

せ、大地震により軀体が損傷しても防火水

槽の機能を維持する長寿命化工事を計画的

に実施しており、今年度で30基の施工が完

了しております。 

 令和２年度からは長寿命化工事の実施数

を毎年度５基計画しており、全ての非耐震

性防火水槽の長寿命化に努めてまいります。 

○松本妙子議長 

 烏野議員。 

○13番 烏野隆生議員 

 岸和田市立幼稚園及び保育所再編個別計

画については、本市が抱えている待機児童

等の存在、幼稚園の定員割れや小規模化、

市立施設の老朽化といった課題を解決し、

未来を担っていく子供たちに良質な教育・

保育環境を提供することを目的としていま

すが、児童数、施設の整備状況、今後の社
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会情勢、保護者のニーズ等も踏まえて、計

画の変更また見直しも含め、子供、保護者

にとってよりよい教育・保育環境の充実を

図っていただけますよう要望して、この質

問を終わります。 

 続いて、学校水泳授業の民間委託は今後

も市内全域に拡大していく予定とのことで

すが、全ての子供たちが快適な屋内プール

でより専門的な指導を受けることで泳力も

アップしていくものと考えます。そのため

には、新たな民間施設の開拓はもちろんで

すが、自前の屋内プールの建設、誘致が急

がれるものと考えます。岸和田市の子供た

ちが安心して学べるよう、学校水泳の環境

をより向上させるとともに、岸和田市内の

子供たちがみんな泳げるような、さらなる

取組を進めていただけますよう要望します。 

 続いて、地域経済の軸となる産業・観光

の活性化については、新産業や先端産業、

地域経済を支える研究機関の誘致など、泉

州地域のみならず大阪、関西の発展、振興

につながるような新産業創造空間としてい

きたいとのことで、大いに期待するところ

でもあります。同時に、既存産業ゾーンと

して、周辺の産業団地や工場の将来的な移

転拡張候補地として活用することも想定し

ているとのことで安心しました。 

 しかしながら、埋立工事を進め、実際に

企業誘致、移転建て替えや研究機関などが

立地するのはまだ十数年先になると想像し

ますが、その時代はどのような社会になっ

ているのか。世の中のニーズや社会情勢も

大きく変化しているかもしれませんが、時

代の変化に対応しつつ、その時々の需要や

要請に応じた土地利用が図られ、本市のみ

ならず大阪、関西全体の産業を牽引する新

たな地区として木材コンビナート地区が生

まれ変わっていくことに期待しています。 

 最後に、企業誘致や産業振興のためには、

経済界や、特に岸和田商工会議所、大阪商

工会議所などの御理解と御協力を得て進め

ていくと考えますが、連携や協力体制はで

きているのでしょうか。同じ認識の下、一

致団結して進めていくべきと考えますが、

現在の状況をお示しください。長年の懸案

事項を解消し、地域の産業振興に資するよ

う、オール岸和田、オール大阪での取組が

図られるようお願いいたします。 

 また、南海岸和田駅付近、ＪＲ阪和線東

岸和田駅付近に続く鉄道の高架化としては、

南海春木駅・和泉大宮駅付近から検討に着

手し、ＪＲ久米田駅付近については今後の

方向性を検討することは確認できましたが、

連続立体交差事業は多額の事業費が必要で

あり、かつ完成まで長期間を要する事業で

あるため、岸和田市、大阪府、鉄道事業者

との連携はもとより、まちづくりと一体に

整備することから、地元にお住まいの方々

との合意形成を図りながら進めていかなけ

ればなりません。そこで、これから長期に

わたることが想定される連続立体交差事業

の検討の着手に当たり、市長のお考えをお

聞かせください。 

 建物の耐震化については、建築物所有者

が自主的に耐震化に取り組むことを基本と

しつつ、一定の条件を満たす所有者に対し

耐震改修などに要する費用の一部について

補助金を交付するとのことですが、能登半

島地震では、石川県でお亡くなりになられ

た人のおよそ９割が家屋の倒壊が原因と言

われています。実際には、耐震化に要する

費用負担が大きい、また耐震性があるとい

う認識で、耐震化が不要と考えているなど、

耐震化の必要性を認識していただく耐震診

断へのさらなる広報活動等もよろしくお願

い申し上げます。 

 次に、防火水槽について、平成27年度よ

り防火水槽内に防水シートを張り巡らせ、
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大地震により軀体が破損しても防火水槽の

機能を維持する長寿命化工事を計画的に実

施するとの御答弁でございましたが、今回

の能登半島地震では、断水が続いている地

域では消火栓が使えない上、水をためてお

く防火水槽は破損しているおそれがあるほ

か、防火水槽の水だけでは足りない可能性

があることから、消防が学校のプールを防

火水槽として活用するための作業も行って

おりました。 

 防火水槽の機能を維持するためにも、長

寿命化工事の計画を早期に実現していただ

きますようよろしくお願い申し上げまして、

以上で私の総括質問を終わらせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。 

○松本妙子議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 経済界や商工会議所との連携・協力体制

の状況についてでございますが、岸和田商

工会議所や忠岡町商工会には適宜情報を提

供いたしまして意見交換会を開催するなど、

方向性の共有を図ってございます。また、

大阪商工会議所におかれましては、大阪南

部地域の経済圏をグレーターミナミとして

位置づけ成長を目指す独自の構想の中で、

カーボンニュートラル時代を先導する先端

技術の集積を図るためのグリーン・ベイプ

ロジェクトの重点エリアとして木材コンビ

ナート地区を例示するなど調査、提言がな

されているところでございます。岸和田商

工会議所もこれを評価し、推進しつつ、木

材港地区を本市の将来を担う重要な案件と

位置づけ、大いに期待していただいており、

周辺の製造業用地の再開発も含めて一体的

に活用すべく、埋立事業化、産業用地造成

に向けた取組を強く後押ししていただいて

おります。 

 引き続き、商工会議所をはじめとして産

業界や企業団地組合、大阪木材コンビナー

ト協会など関係各所としっかりと連携しな

がら、官民一体となって取り組んでまいり

ます。 

○松本妙子議長 

 永野市長。 

○永野耕平市長 

 議員御指摘のとおり、連続立体交差事業

は大阪府、鉄道事業者との連携はもとより、

まちづくりと一体的に整備する必要がある

ことから、地元にお住まいの方々の意見に

も十分に耳を傾けて進めていくことが重要

であると考えております。また、多額の事

業費が必要であり、かつ完成までは長期間

を要することから、計画的に事業を進捗さ

せる必要があることも重々承知しておりま

す。 

 本事業は、踏切除去や新たな道路整備な

どにより自動車交通の円滑化などの効果が

発生するとともに、踏切除去により踏切事

故の解消による安全性の向上や地域分断の

解消が図られ、駅周辺の市街地が一体化し

て、東西の人流が創出されるなど、まちづ

くりへの効果が非常に期待されるところで

す。次の100年に向けて、新しい岸和田、

新・岸和田の地域間を連携する都市構造を

創造する第一歩となりますので、しっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。 

○松本妙子議長 

 以上で通告による質問が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

○松本妙子議長 

 質疑なしと認めます。 

 この際、お諮りします。 

 本各件については質疑を終結し、予算常

任委員会に審査を付託したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 
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○松本妙子議長 

 御異議なしと認めます。よって、本各件

は予算常任委員会に審査を付託することに

決しました。 

○松本妙子議長 

 次に、日程第25、議案第40号岸和田市市

税条例の一部改正についてを上程します。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。市長。 

   （永野耕平市長登壇） 

○永野耕平市長 

 上程いたされました議案第40号につい

て、提案の理由を御説明申し上げます。 

 議案第40号の岸和田市市税条例の一部改

正については、地方税法の一部改正に伴い、

令和６年能登半島地震災害の被災者の負担

軽減を図るため、能登半島地震より被災し

た資産の損失について、令和６年度以降の

個人市民税において雑損控除を適用するこ

とができるようにするなど、法律と同様の

改正をいたしたものであります。 

 以上、提案の理由を御説明申し上げまし

たが、よろしく御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げます。 

○松本妙子議長 

 ただいまの提案理由の説明について、質

疑に入ります。質疑はありませんか。反甫

議員。 

○11番 反甫旭議員 

 この際、動議を提出します。 

 ただいま議題となっております議案第40

号につきましては、委員会付託を省略し

て、本会議において即決されんことを望み

ます。 

   〔「賛成」の声あり〕 

○松本妙子議長 

 ただいまお聞きのとおり、反甫議員から

委員会付託を省略し即決されたいとの動議

が提出され、所定の賛成者がありますの

で、動議が成立しました。よって、本動議

を直ちに議題とし、採決します。 

 お諮りします。本動議のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○松本妙子議長 

 御異議なしと認めます。よって、本動議

のとおり決定し、本会議における質疑を続

行します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

○松本妙子議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

   〔「なし」の声あり〕 

○松本妙子議長 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第40号を採決します。 

 本件は原案を可とすることに決しまして

御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○松本妙子議長 

 御異議なしと認めます。よって、本件は

原案のとおり可決されました。 

 本日はこれにて散会します。 

   午前11時44分散会 


